
湯梨浜はごろも苑

はごろもホール

利 用 案 内

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

湯梨浜はごろも苑



はごろもホール利用案内

社会福祉法人鳥取県厚生事業団・湯梨浜はごろも苑「はごろもホール」をご利用いただき、

誠にありがとうございます。

当ホールの利用に関しましては、下記の取扱いとなりますので、ご承知のうえ、ご利用い

ただきますようお願いいたします。

（１）開館時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

●利用時間には、準備開始から後片付けまでの時間を含みます。

●湯梨浜はごろも苑長（以下「苑長」）が必要と認める場合は、午後９時まで延長する

ことができます。

（２）休館日 １２月２９日から１月３日まで

●臨時に休館することがあります。

（３）利用可能団体等

ホールをご利用いただけるのは以下の団体等です。

①湯梨浜町内の団体（営利団体を除く）

②福祉、教育又は行政関係の団体や機関

③上記①②以外の団体。ただし、営利を目的として利用することはできません。

④個人（複数人により利用する場合を含む）。ただし、営利を目的として利用すること

はできません。

●営利団体（企業等）が、自社の営業活動等としてご利用いただくことはお断りしてい

ます。社会福祉の増進や地域交流を目的とした無料の講演会等、又は社員のみを対象

とした研修会等にご利用いただくことは可能です。

（４）お申込方法

①電話によりホールの予約状況をお問い合わせのうえ、仮予約を行ってください。

②仮予約後、利用申込書を提出してください。

●利用申込書は、仮予約後１週間以内（又は利用日のいずれか早い日まで）に提出して

ください。

●利用申込書は、郵送、ファクシミリ又はメールでも受け付けています。

●開催要項、団体概要書等の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

●利用申込書ご提出後、受付印を押した申込書控えを返送いたしますので、利用当日に

ご持参ください。

●利用申込み後、キャンセルする場合は、速やかにご連絡ください。

●ホールは湯梨浜はごろも苑の一部であり、湯梨浜はごろも苑の運営に支障のない範囲

内でご利用いただくことができます。そのため、申込み受付後においても、災害等の

緊急時その他やむを得ない理由により、利用をお断りする場合があります。
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（５）お申込（仮予約）受付期間

区 分 受付開始日

①湯梨浜町内の団体（営利団体除く）
ご利用日の３ヶ月前

②福祉、教育又は行政関係の団体や機関

③上記①②以外の団体
ご利用日の１ヶ月前

④個人

●各応当日が土曜日、日曜日又は祝日（以下「休日」）の場合は、その直前の平日が受

付初日となります。

●休日の受付は行っていません。また、休日の当日利用はできませんので、あらかじめ

お申込ください。

●週４日以上となる利用申込みはできません。ただし、利用当日に空いている場合（休

日を除く）は、ご利用いただけます。

（６）利用料 冷暖房代 ３００円／時間

●１時間未満の端数は、切り上げて１時間として算定します。

●夏期（７～９月）及び冬期（１２～２月）は、冷暖房使用の有無にかかわらず利用料

をご負担いただきます。この期間以外に冷暖房を使用される場合は、利用申込書にご

記入ください。

●ご利用後請求書を送付しますので、請求書が届いてから２週間以内にお支払いくださ

い。お支払いは、原則として銀行振込でお願いいたします。

●下記（７）に該当する場合は、利用料は全額免除となります。

（７）利用料免除

以下に該当する利用の場合は、利用料を全額免除します。ただし、営利を目的とする場

合【※１】は除きます。

①湯梨浜町内の団体（営利団体除く）が利用する場合

②福祉、教育又は行政関係の団体や機関が利用する場合

③鳥取県厚生事業団職員、湯梨浜町民【※２】、高齢者【※３】又は心身に障がい等が

ある者等【※４】の占める割合が１／２以上である利用の場合

④その他社会福祉の増進又は地域交流を目的とした活動で苑長が認めた場合

※１：営利を目的とする場合とは、入場料や受講料を徴収する場合（テキスト代等の実

費徴収は含まない）、物品を販売する場合（研修等に付随して就労支援事業所等

の物品や研修講師の著作物を販売する場合は除く）、介護保険サービスや障害福

祉サービスの一環として利用する場合、営利団体が利用する場合などをいいます。

※２：湯梨浜町民には、湯梨浜町内の学校や企業に通学・通勤してる者を含みます。

※３：高齢者とは、６５歳以上の者をいいます。

※４：心身に障がい等がある者等とは、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者手帳交

付者、難病患者、介護保険による要介護・要支援認定を受けた者及びこれらの介

助者のことをいいます。

（８）利用の制限

以下に該当する場合は、当ホールの利用はできません。また、利用申込み受付後におい

ても利用の取り消し、もしくは利用の停止となります。なお、そのために生じた損害の賠
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償はできません。

①専ら飲食を目的とする場合（休憩時間中等の昼食や水分補給は可能）

②公の秩序、善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

③集団的、常習的に暴力的不正行為を行なうおそれのある組織の利益になる場合

④利用申込書に偽りの記載がある場合

⑤会合の性質が騒じょうを起こすおそれのある場合

⑥利用申込時の目的と異なる内容の利用をする場合

⑦利用条件に違反し、または職員の指示に従わない場合

⑧施設または設備を毀損するおそれのある場合

⑨利用の権利を他人に譲渡または転貸した場合

⑩関係諸官庁から中止命令が出た場合

⑪その他管理上支障のある場合

（１）ホール面積 ２０７．６㎡（１２．０ｍ×１７．３ｍ）

（２）座 席 数 標準：９９席（机３３台・椅子９９脚・３人掛×横４列×縦８列）

予備：机２台・椅子６脚（これを超える場合はご相談ください）

（３）駐 車 場 普通車１００台まで駐車可能（これを超える場合はご相談ください）

（４）主な設備等 プロジェクター、スクリーン（１５０インチ）、ブルーレイディスク

プレーヤー、ハンドマイク（３本）、ピンマイク（１本）、レーザー

ポインター、ＬＡＮケーブル（２０ｍ１本）、ＨＤＭＩケーブル（２

０ｍ１本）、演台、ホワイトボード（１台）、インターネット接続可

（有線・Ｗｉ－Ｆｉ）

（１）当日の利用について

●利用申込書（控え）を確認しますので、お持ちくださいますようお願いします。

●利用開始前及び終了後は、湯梨浜はごろも苑事務室までお越しください。

●主催者は、利用開始から終了の時間まで駐在していただきますようお願いします。

●ホールへの出入りは、ホール専用玄関をご利用ください。

●催物の広報、チラシなどを作成する場合には、主催者連絡先（問い合わせ先）を明記

していただきますようお願いします。参加者等からの催物の内容についての問い合わ

せの対応はいたしかねます。

●建物内・敷地内は全面禁煙です。

（２）設備・備品の使用

●マイク、プロジェクター等機器類のセッティング・操作は利用者で行っていただきま

すようお願いします。事前に操作方法等についてご確認をお願いします。なお、休日
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は操作説明ができませんので、平日の日中にお越しください。

●利用後は、設備・備品などを元の状態に戻していただきますようお願いします。

●故意又は過失により破損又は紛失された場合、実費を申し受けることとなりますので

ご了承ください。

●コピー、電話取り次ぎ、ＵＳＢメモリー等からのデータ出力、ファクシミリ送受信等

はできかねます。

●特別な機材、電力を消費する設備等を持ち込む場合は利用申込前にご相談ください。

（３）盗難・事故・救急

●貴重品の保管には十分注意していただきますようお願いいたします。

●ホール内・駐車場における事故などについては、一切責任を負いません。

●事故、病人などが発生した場合は、受付にご連絡ください。

（４）後片付け

●利用に際して出たゴミはお持ち帰りください。

●机、椅子などの整理整頓を行い、元に戻していただきますようお願いします。

●感染症対策のため、机、椅子などの消毒・清拭を行ってください。

特別養護老人ホーム湯梨浜はごろも苑

〒６８２－０７１２ 東伯郡湯梨浜町上浅津４０７

電 話 ０８５８－４１－１７０１

Ｆ Ａ Ｘ ０８５８－４１－１７０２

メ ー ル ｈａｇｏｒｏｍｏ＿ｉｎｆｏ＠ｔｏｔｔｏｒｉ－ｋｏｕｓｅｉ．ｊｐ

受付時間 平日 午前８時３０～午後５時１５分

グーグルマップ
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面　 積　２０７．６㎡座席数　標準　９９席（机３３、椅子９９）　　　　　 予備　机２、椅子６

Owner

主な設備等プロジェクター、スクリーン（１５０インチ）、ＢＤプレーヤー、ハンドマイク３本、ピンマイク１本、レーザーポインター、ＬＡＮケーブル（２０ｍ１本）、ＨＤＭＩケーブル（２０ｍ１本）、演台、ホワイトボード、インターネット接続可（有線・Ｗｉ－Ｆｉ）
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↑ホ ー ルホワイエ↓

Owner

↑ホ ー ル（通常は机・椅子を配置しています）↓

Owner

６



お 問 合 せ 先

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 湯梨浜はごろも苑

〒６８２－０７１２ 東伯郡湯梨浜町上浅津４０７

電 話 ０８５８－４１－１７０１ Ｆ Ａ Ｘ ０８５８－４１－１７０２

メ ー ル ｈａｇｏｒｏｍｏ＿ｉｎｆｏ＠ｔｏｔｔｏｒｉ－ｋｏｕｓｅｉ．ｊｐ

受付時間 平日 午前８時３０～午後５時１５分

グーグルマップ

（令和３年６月作成）


